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つくばみらい市農業委員会総会会議録 

 

１．開催日時 平成３０年２月１３日（火）午後１時３０分から午後２時１４分 

 

２．開催場所 つくばみらい市役所谷和原庁舎３階 全員協議会室 

 

３．出席者 

  農業委員（１０人）  

 会   長  ６番 齊 藤 常 夫 

 会長職務代理者  ５番 中 山 雅 史 

 委   員  １番 谷 口 眞 一 

 委   員  ２番 菊 地 典 夫 

 委   員  ３番 豊 島 利 夫 

 委   員  ４番 栗 原 哲 

 委   員  ７番 羽 田 茂 

 委   員  ８番 宮 田 一日出 

 委   員  ９番 飯 泉 秀 夫 

 委   員 １０番 矢 口 剛 

 

   農業委員会事務局職員（４人） 

  事 務 局 長   古 谷 隆 夫 

  事務局長補佐   石 神 正 夫 

 主   査    中 山 幹 夫 

 係   長   大久保慎太郎 

 

４．欠席委員 

 なし 

 

５．傍聴者 

   なし 

 

６．議案 

  議案第１号  農地法第５条の規定による権利の設定，移転の許可について 

  議案第２号  農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更後の承認について 

  議案第３号  農地法第３条の規定による所有権移転の許可について 

  議案第４号  非農地証明発行可否について 

  議案第５号  農地の公売参加についての買受適格証明書発行可否について 

  議案第６号  買受適格証明書の交付を受けた者に係る農地法第３条の規定による 

         所有権移転の許可について 

  議案第７号  農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画 
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        の決定について（利用権設定） 

 議案第８号  農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画 

        の決定について（中間管理事業） 

 議案第９号  農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定による 

        農用地利用配分計画（案）の意見聴取について 

  

 報告事項 

        ①農地法第１８条第６項の規定による合意解約通知書について 

        ③制限除外の農地の移動届について 

                          

７．会議の概要 

 

 １．事務局（古谷事務局長）    

   定刻になりましたので，ただいまから平成３０年２月の定例総会を開催いたします。 

   なお，携帯電話等については，電源を切るか又はマナーモードにしていただきます 

  ようお願いいたします。 

   それでは，はじめに齊藤会長より皆様にご挨拶申し上げます。 

     

 １．議 長（齊藤会長） 

  ２月の定例総会に，お忙しいところご出席頂きまして有難うございます。総会の開 

 会にあたり，一言ご挨拶申し上げます。 

  まず，１月１７日に行われました農業委員会県南連絡協議会研修会に多数参加して 

 頂きまして，お礼申し上げます。研修会では，全国農業会議所の柚木専務理事の講演 

 がありましたが，大変参考になる講演であったと思います。今後の活動に活かして頂 

 ければ幸いと思います。 

  また，１月２３日に，茨城県農業会議所の会長研修会，茨城県農政活動推進本部代 

 議員総会，大井川知事との懇談会がセットで開催されまして，古谷事務局長と共に出 

 席してきました。推進本部代議員総会は，平成３０年度の事業計画と収支予算につい 

 て審議し，それぞれ決定されましたが，詳細については省略させていただきます。 

  本日の総会は，議案９件と報告事項２件となっています。議案も多いことから皆さ 

 んの精力的なご審議をお願いいたします。また，本総会終了後に，農地利用最適化推 

 進連絡会も予定しておりますので，長時間の会議開催となりますが，よろしくお願い 

 致します。 

  以上，簡単ですが挨拶と致します。 

  よろしくお願いいたします。 
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１．事務局（古谷事務局長） 

   ありがとうございました。 

   本日の出席委員は，農業委員１０名中１０名であります。委員の出席人数が定足数 

  に達しておりますので，会議は成立しております。 

  それでは，つくばみらい市農業委員会会議規則第４条の規定により，議長は会長が 

  務めることとなっておりますので，以降の議事進行は齊藤会長にお願いいたします。 

   よろしくお願いいたします。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   それでは，暫時議事を進めさせていただきます。 

   まず，議事録署名委員の選出ですが，私議長にご一任していただくことにご異議は 

  ありませんか。 

   （異議なしの声） 

   異議なしの声がございましたので，異議なしと認め指名させていただきます。 

   ９番飯泉委員，１０番矢口委員を議事録署名委員に選出いたします。 

   よろしくお願いいたします。 

   書記については事務局でお願いします。 

   それでは，議案審議に入らせていただきます。議案第１号「農地法第５条の規定に 

  よる権利の設定，移転の許可について」を議題といたします。 

  事務局の説明をお願いします。 

 

 １．事務局（大久保係長） 

   議案第１号「農地法第５条の規定による権利の設定，移転の許可について」をご説 

  明いたします。 

  今月の農地法第５条の規定による転用許可申請は３件となっております。 

  １ページをご覧ください。受付番号１番，申請理由は太陽光発電設備設置のための 

 地上権設定となっております。申請地は，高岡字篠立７２７番１，地目は登記，現況 

 とも畑，面積は１，８３２㎡でございます。 

  事業計画につきましては，別紙，参考資料をご覧ください。 

  続きまして受付番号２番，申請理由はテニスコート建設のための売買，申請地は足 

 高字竹下２０８０番，地目は登記，現況とも田，面積は１，９４０㎡でございます。 

  続きまして受付番号３番，申請理由は駐車場整備のための売買，申請地は野堀字白 

 旗８６番７，地目は登記，現況とも畑，面積は６１８㎡，野堀字白旗８６番１５，地 

 目は登記，現況とも畑，面積は２８８㎡，野堀字白旗８６番１７，地目は登記，現況 
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 とも畑，面積は２２９㎡の合計３筆，１，１３５㎡でございます。 

  以上です。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

  続いて，現地確認及び書類審査の報告をお願いします。 

  伊奈地区担当の調査部会２班の３番豊島委員よりお願いいたします。 

 

 １．豊島委員 

   それでは，２月６日午前９時から齊藤会長，飯泉委員，矢口委員と私，事務局から 

  古谷事務局長，大久保係長の計６名で実施しました書類審査，現地調査の結果につい 

  てご報告いたします。 

  受付番号１番，地図は２ページになります。 

  申請地は，茨城ゴルフ場にある清水池の東側に位置しております。除草されており， 

 南側には中規模の太陽光発電施設が設置されているところです。 

  別紙の参考資料にもありますが，発電量は４９．５ｋｗで２７０ｗパネル３３６枚 

 を設置する計画となっております。 

  申請地の農地区分は，住宅等が連たんしており，土地改良事業が行われていない農 

 地規模が１０ｈａ未満の区域に位置する小集団の農地であるため，２種農地と判断い 

 たします。資金計画については，融資資金で賄い，経済産業省及び東京電力との調整 

 も終了しております。２種農地における再生可能エネルギー発電設備の建設であり， 

 許可要件を満たしていると考えます。 

  続きまして受付番号２番，地図は３ページになります。 

  申請地は城中にあるコンビニエンスストアの北側に位置しております。申請者はこ 

 のコンビニエンスストアの西側にあるテニスコートを営業しております。 

  申請理由はテニスコート建設のための売買，申請地は足高字竹下２０８０番，地目 

 は登記，現況とも田，面積は１，９４０㎡でございます。 

  申請地の農地区分は，おおむね１０ｈａ以上の規模の一団の農地の区域内にある農 

 地であるため１種農地と判断いたします。関係法令との調整も行っており，テニスコ 

 ート建設のための許可要件を満たしていると考えます。 

  続きまして受付番号３番，地図は４ページになります。 

  申請地は野掘集落の県道野田・牛久線と，きらくやまに向かう市道との十字路を北 

 側に入りまして，申請者の工場の駐車場の北側に位置しております。 

  申請理由は駐車場整備のための売買，申請地は野堀字白旗８６番７，地目は登記， 

 現況とも畑，面積は６１８㎡，野堀字白旗８６番１５，地目は登記，現況とも畑，面 
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 積は２８８㎡，野堀字白旗８６番１７，地目は登記，現況とも畑，面積は２２９㎡の 

 合計３筆，１，１３５㎡でございます。 

  申請地の農地区分は，概ね１０ｈａ以上の規模の一団の農地の区域内にある農地で 

 あるため１種農地と判断いたします。 

  本申請は，１種農地の不許可の例外である既存施設の拡張に該当することから，許 

 可要件を満たしていると考えます。 

  各委員のご審議をお願いいたします。 

   

 １．議 長（齊藤会長） 

  はい，ありがとうございました。書類審査及び現地調査の報告が終わりましたので 

 審議に入ります。 

  まず，受付番号１番について，ご意見，ご質問のある方は挙手願います。 

  （挙手なし） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

  ないようですので，受付番号２番について，ご意見，ご質問のある方は挙手願いま 

 す。 

  （挙手なし） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

  ないようですので，受付番号３番について，ご意見，ご質問のある方は挙手願いま 

 す。 

  （挙手なし） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   ないようですので，３件一括して採決いたします。 

  議案第１号について，許可することに賛成の方の挙手をお願いします。 

  （全員挙手） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

  ありがとうございました。 

  全員賛成により，議案第１号は原案のとおり許可することに決定いたしました。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 
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  続いて，議案第２号「農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更後の承認に 

 ついて」を議題といたします。 

  事務局の説明をお願いします。 

 

１．事務局（大久保係長） 

  はい。議案第２号「農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更の承認につい 

 て」をご説明いたします。 

  今月の農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更申請は１件となっておりま 

 す。 

  ５ページをご覧ください。受付番号１番，申請理由は東京電力との調整に時間を要 

 していることから，携帯電話無線基地局工事に伴う工事用仮設用地の使用貸借期間の 

 延長になります。申請地は，山谷字山谷１０１３番，地目は登記現況とも畑，面積は 

 ２６８．１８㎡でございます。 

  以上です。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   それでは，続いて書類審査と現地調査の結果を報告いただきたいと思います。 

  まず，受付番号 1番について，伊奈地区を担当していただきました，調査部会２班 

 の１０番矢口委員よりお願いいたします。 

 

 １．矢口委員 

  ２月６日に行った書類審査，現地調査結果について報告いたします。 

 受付番号１番，地図は６ページになります。申請地は山谷集落の南側に位置する畑で 

 す。 

  平成２９年８月３１日付け南農企指令第１７号をもって農地法第５条の許可を受け 

 ましたが，このほど３ケ月間の期間の延長を行うもので，特に問題はないと思われま 

 す。 

  以上のことから，受付番号１番につきましては，承認しても差し支えないと思われ 

 ます。 

  各委員のご審議をお願いいたします。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   はい，ありがとうございました。 

   調査部会の報告が終わりましたので，審議に入ります。 

   議案第２号について，ご意見，ご質問のある方は挙手願います。 
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   （挙手なし） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

   ないようですので，採決いたします。 

   議案第２号「農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更の承認について」 

  承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

   （全員挙手） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   ありがとうございます。 

   全員賛成により，議案第２号は原案どおり承認することに決定いたしました。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   続きまして，議案第３号「農地法第３条の規定による所有権移転の許可について」 

  を議題といたします。 

   事務局の説明をお願いします。 

 

 １．事務局（大久保係長） 

   はい。議案第３号「農地法第３条の規定による所有権移転の許可について」をご説 

  明いたします。 

   今月の農地法第３条の規定による所有権移転の許可申請は８件となっております。 

  ７ページをご覧ください。 

   受付番号１番，申請地は杉下字熊ノ下３４５番１，地目は登記現況とも畑，面積 

  ７１７㎡の自作地，契約内容は売買となっております。 

   続きまして受付番号２番，申請地は板橋字立羽２４６番，地目は登記，現況とも田， 

  面積３，１２０㎡，板橋字大房地１９７１番，地目は登記，現況とも畑，面積７３７ 

  ㎡，合計２筆 ３，８５７㎡の自作地，契約内容は売買となっております。 

   続きまして受付番号３番，申請地は板橋字上街道２２２５番１，地目は登記現況と 

  も畑，面積１，８２３㎡の自作地，契約内容は贈与となっております。 

   続きまして受付番号４番，申請地は，弥柳字弥柳８３７番１，地目は登記，現況と 

  も田，面積１，７２９㎡，弥柳字弥柳８５０番１，地目は登記，現況とも田，面積 

  ２４０㎡，弥柳字弥柳８５１番，地目は登記，現況とも田，面積３，６３０㎡，弥柳 

  字弥柳８５２番，地目は登記，現況とも田，面積１，０７０㎡，弥柳字弥柳８５３番， 

  地目は登記，現況とも田，面積１，０３０㎡，弥柳字弥柳８５４番，地目は登記，現 
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  況とも田，面積２７５㎡，弥柳字弥柳９１７番，地目は登記，現況とも畑，面積 

  １，２００㎡，弥柳字弥柳９３７番，地目は登記，現況とも田，面積３，３５５㎡， 

  弥柳字弥柳９８５番，地目は登記，現況とも畑，面積４，３００㎡，弥柳字弥柳 

  １０５７番，地目は登記，現況とも田，面積３，５３０㎡，弥柳字弥柳１２００番， 

  地目は登記，現況とも田，面積２，７００㎡，谷井田字北耕地１５７２番，地目は登 

  記，現況とも田，面積３，１６０㎡，合計１２筆２６，２１９㎡の自作地，契約内容 

  は贈与となっております。 

   続きまして受付番号５番，申請地は筒戸字下塚４５９番１，地目は登記，現況とも 

  畑，面積５９９㎡，筒戸字下塚５９１番１，地目は登記，現況とも畑，面積２３㎡， 

  筒戸字下塚５９１番２，地目は登記，現況とも畑，面積９２㎡，筒戸字下塚５９３番， 

  地目は登記，現況とも畑，面積６６㎡，合計４筆７８０㎡の自作地，契約内容は贈与 

  となっております。 

   続きまして受付番号６番，申請地は狸渕字寺前７８１番，地目は登記，現況とも田， 

  面積９１０㎡，狸渕字寺前７８２番，地目は登記，現況とも田，面積１１０㎡，合計 

  ２筆 １，０２０㎡の自作地，契約内容は売買となっております。 

   続きまして受付番号７番，申請地は福岡字根新田３３７４番，地目は登記，現況と 

  も田，面積９４０㎡の小作地，契約内容は贈与となっております。 

   続きまして受付番号８番，申請地は新戸字新戸２２８番，地目は登記，現況とも田， 

  面積４，７７０㎡の自作地，契約内容は売買となっております。 

   農地法第３条第２項各号につきましては，別紙，農地法第３条調査書をご覧くださ 

  い。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

  事務局の説明が終わりましたので，書類審査及び現地調査結果の報告をお願いしま 

 す。 

  地区ごとに説明して頂きたいと思います。 

  まず，伊奈地区を担当して頂いた，調査部会２班の９番飯泉委員よりお願いいたし 

 ます。 

 

 １．飯泉委員 

  ９番飯泉より報告させて頂きます。２月６日に行いました書類審査，現地調査につ 

 いてご報告をいたします。 

  まず，受付番号２番ですが，地図は１０ページになります。 

  申請者は，自作地約７６８アールを耕作しており，世帯員の常時従事者は３名で， 
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 水稲・野菜を作付する農家です。 

  申請地の板橋字立羽につきましては，登記現況とも田，１筆３，１２０㎡，字大房 

 地につきましては，登記現況とも畑，１筆７３７㎡の合計２筆３，８５７㎡を規模拡 

 大のため売買により譲り受け，水稲・野菜を作付する予定です。 

  続きまして受付番号３番，地図は１１ページになります。 

  場所につきましては，板橋字上街道で板橋不動院の東側になります。 

  申請者は自作地約１０９アールを耕作しており，世帯員の常時従事者は２名で，水 

 稲・野菜を作付する農家です。 

  申請地は，登記現況とも畑，１筆１，８２３㎡で規模拡大のため贈与により譲り受 

 け，野菜を作付する予定です。 

  続きまして受付番号４番，地図は１２ページになります。 

  今回の申請は，親から子への贈与であり，申請地は田が１０筆２０，７１９㎡，登 

 記現況とも畑が２筆５，５００㎡，合計１２筆２６，２１９㎡を贈与により譲り受け， 

 水稲・野菜を作付する予定です。現在自作地はありませんが，今後，世帯員の内２名 

 が常時従事者として農業を行っていく予定です。 

  続きまして，受付番号６番，地図は１４ページになります。 

  申請者は，自作地約１５０アールを耕作しており，世帯員の常時従事者は２名で， 

 水稲・野菜を作付する農家です。 

  申請地は，登記現況とも田，２筆１，０２０㎡を規模拡大のため売買により譲り受 

 け，水稲を作付する予定です。 

  続きまして受付番号８番，地図は１６ページになります。 

  申請者は自作地約８７０アールを耕作しており，世帯員の常時従事者は２名で，水 

 稲・麦・野菜を作付する農家です。 

  申請地は，登記現況とも田，１筆４，７７０㎡を規模拡大のため売買により譲り受 

 け，水稲を作付する予定です。 

  調査の結果，２・３・６・８番については，農機具等も所有しており，また，４番 

 については，農機具等は所有していないものの，現在も譲渡人所有の農機具等を利用 

 して申請地を耕作しており，今後もその農機具等を利用するなどして耕作していく予 

 定です。いずれも，農地法第３条第２項各号には該当しないため，許可要件のすべて 

 を満たしていると考えますので，許可しても差し支えないと思われます。 

  別紙調査表もご確認のうえ，各委員のご審議をお願いいたします。 

  報告は以上です。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 
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   はい，ありがとうございました。 

   続きまして，谷和原地区を担当して頂きました，調査部会３班の１番谷口委員より 

  お願いいたします。 

 

 １．谷口委員 

  はい。私の方から議案第３号農地法第３条の規定による所有権移転の許可について， 

 受付番号１番，５番，７番についての書類審査，現地調査結果について報告いたしま 

 す。 

  メンバーは，齊藤会長，飯泉委員，栗原委員，私と事務局より古谷事務局長，大久 

 保係長の計６名で行いました。 

  受付番号１番，地図は９ページになります。 

  この土地は，杉下集落の中ほどに位置しております。現在，譲受人が保全管理して

おり，きれいに管理され草等もほとんど生えていないような状況でした。 

  申請者は自作地約８０アールを耕作しており，世帯員の常時従事者は１名で，水稲・ 

 野菜を作付する農家です。 

  申請地は，登記現況とも畑，１筆７１７㎡で規模拡大のため売買により譲り受け， 

 野菜を作付する予定です。 

  続きまして受付番号５番，地図は１３ページになります。 

  ＴＸ車両基地の東側に位置するところです。小さい面積の３筆については，土手の 

 上から確認しましたが，草木等が茂っていて荒れているような状態でした。もう一筆 

 の方は小貝川に架かるＴＸの橋梁の下流に位置しています。やはり，荒れている状態 

 でした。 

  申請者は自作地約５２アールを耕作しており，世帯員の常時従事者は２名で，水稲・ 

 野菜を作付する農家です。 

  申請地は，登記現況とも畑，４筆７８０㎡で規模拡大のため贈与により譲り受け野 

 菜を作付する予定です。 

  続きまして受付番号７番，地図は１５ページになります。 

  こちらは，隣地と一体的に利用している土地で，きれいに耕起してあり管理されて 

 いました。 

  申請者は自作地約１２８アールを耕作しており，世帯員の常時従事者は２名で，水 

 稲・野菜を作付する農家です。 

  申請地は，登記現況とも田，１筆９４０㎡で，現在も譲受人が小作地として水稲の 

 栽培を行っている農地を贈与により譲り受けるものです。 

  以上のことから，１・５・７番については，農機具等も所有しており，農地法第３ 
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 条第２項各号には該当しないため，許可要件のすべてを満たしていると考えます。許 

 可しても差し支えないと思われます。 

  各委員のご審議をお願いいたします。 

  以上でございます。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

  はい，ありがとうございました。 

  書類審査，現地調査の結果について報告が終わりましたので，審議に入ります。 

   まず，受付番号１番について，ご意見，ご質問のある方は挙手願います。 

   （挙手なし） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   ないようですので，受付番号２番について，ご意見，ご質問のある方は挙手願いま 

  す。   

   （挙手なし） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   続いて，受付番号３番について，ご意見，ご質問のある方は挙手願います。  

   （挙手なし） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   ないようですので，受付番号４番について，ご意見，ご質問のある方は挙手願いま 

  す。   

   （挙手なし） 

  

 １．議 長（齊藤会長） 

   受付番号５番について，ご意見，ご質問のある方は挙手願います。   

   （挙手なし） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   受付番号６番について，ご意見，ご質問のある方は挙手願います。   

   （挙手なし） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 
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   受付番号７番について，ご意見，ご質問のある方は挙手願います。   

   （挙手なし） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   最後に受付番号８番について，ご意見，ご質問のある方は挙手願います。  

   （挙手なし） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   ないようですので，一括して採決いたします。 

   議案第３号について，許可することに賛成の方の挙手をお願いします。 

   （全員挙手） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   ありがとうございます。 

   全員賛成により，議案第３号は原案のとおり許可することに決定いたしました。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   続きまして，議案第４号「非農地証明発行可否について」を議題といたします。 

   事務局の説明をお願いします。 

 

 １．事務局（大久保係長） 

   はい。議案第４号「非農地証明発行可否について」をご説明いたします。 

  今月の非農地証明願は１件となっております。 

  １７ページをご覧ください。 

  受付番号１番，申請地は南太田字大久保付２６２番１，地目は登記 畑，現況 山 

 林，面積は２６４㎡，南太田字大久保付２６２番３，地目は登記 畑，現況 山林， 

 面積は２３８㎡，南太田字大久保付２６２番４，地目は登記 畑，現況 山林，面積 

 は２６４㎡，合計３筆 ７６６㎡でございます。 

  以上です。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

  ありがとうございました。 

  続きまして，調査部会の報告をお願いします。 

  調査部会２班の１０番矢口委員よりお願いいたします。 
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 １．矢口委員 

  はい。２月６日に行った現地調査，書類審査の結果について報告いたします。 

  受付番号１番，地図は１８ページになります。 

  場所は板橋不動院からワープステーションへ向かう道路から側道に入ったところで 

す。今回提出されました受付番号１番につきましては，周辺の山林と一体化しており， 

農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難と思われます。 

  以上のことから，受付番号１番につきましては，茨城県が発行している農地法関係 

 事務処理の手引き農地転用関係に記載されている非農地証明を証明できる範囲に該当 

 すると考えますので，非農地証明を発行しても差し支えないと思われます。 

  各委員のご審議をお願いいたします。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

   ありがとうございました。 

   それでは審議いたします。議案第４号について，ご意見，ご質問のある方は挙手を 

  お願いします。 

   （挙手なし） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   ないようですので採決いたします。 

   議案第４号について，非農地証明を発行することに賛成の方の挙手をお願いいたし 

  ます。 

   （全員挙手） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   ありがとうございました。 

   全員賛成により，議案第４号は，非農地証明を発行することに決定いたしました。 

   

 １．議 長（齊藤会長） 

   続きまして，議案第５号「農地の公売参加についての買受適格証明発行可否につい 

  て」を議題といたします。 

   事務局の説明をお願いします。 

 

 １．事務局（大久保係長） 
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   はい。議案第５号「農地の公売参加についての買受適格証明発行可否について」を 

  ご説明いたします。 

  今月の買受適格証明願は，１件となっております。 

 １９ページをご覧ください。受付番号１番，申請地は豊体字豊体４１３番，地目は登 

 記，現況とも畑，面積３２５㎡，豊体字豊体４１４番，地目は登記，現況とも畑，面 

 積４７５㎡，合計２筆８００㎡でございます。 

  農地法第３条第２項各号につきましては，別紙「農地法第３条調査書」をご覧くだ 

 さい。 

  以上です。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   ありがとうございました。 

   続きまして，調査部会の報告をお願いしたいと思います。 

   調査部会３班の４番栗原委員よりお願いします。 

 

 １．栗原委員 

   はい。ご報告いたします。 

  ２月６日午後１時３０分より，齊藤会長，谷口委員，飯泉委員と私，事務局からは 

 古谷事務局長，大久保係長の参加によりに書類審査，現地調査を行いました結果につ 

 いて報告いたします。 

  受付番号１番，地図は２０ページになります。 

  公売予定地は，豊小学校の南側に位置しております。登記現況ともに畑ですが，灌 

 漑用の井戸があり陸田として利用されておりました。今後も水稲を作付けする予定と 

 なっております。 

  また，申請者は自作地約２９０アールを耕作しており，世帯員の常時従事者は１名 

 で，水稲・野菜を作付する農家です。 

  公売参加予定地，登記現況とも畑，２筆 ８００㎡に水稲を作付する予定です。 

 以上のことから，１番については，農機具等も所有しており，農地法第３条第２項各 

 号には該当しないため，許可要件のすべてを満たしていると考えますので，買受適格 

 証明を発行しても差し支えないと思われます。 

  各委員のご審議をお願いいたします。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   ありがとうございました。 
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   それでは審議いたします。議案第５号について，ご意見，ご質問のある方は挙手を 

  お願いします。 

   （挙手なし） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   ないようですので採決いたします。 

   議案第５号について，買受適格証明書を発行することに賛成の方の挙手をお願いい 

  たします。 

   （全員挙手） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

  ありがとうございました。 

  全員賛成により，議案第５号は，原案のとおり買受適格証明書を発行することに決 

 定いたしました。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

  続きまして，議案第６号「買受適格証明書の交付を受けた者に係る農地法第３条の 

 規定による所有権移転の許可について」を議題といたします。 

   事務局の説明をお願いします。 

 

 １．事務局（大久保係長） 

   はい。議案第６号「買受適格証明書の交付を受けた者に係る農地法第３条の規定に 

  よる所有権移転の許可について」をご説明いたします。 

   ２１ページをご覧ください。議案第５号で買受適格証明書の発行を受けた者が，最 

  高価格買受申出人又は次順位買受申出人となり，農地法第３条の規定による所有権移 

  転の許可申請を提出した場合において，当農業委員会会長が当該買受適格証明書の交 

  付時と事情が異なっていないと認められるとき許可をする。 

   以上です。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

   ありがとうございました。 

   只今の議案第６号について，ご意見，ご質問のある方は挙手をお願いします。 

   （挙手なし） 
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 １．議 長（齊藤会長） 

   ないようですので採決いたします。 

   議案第６号について，原案のとおりとすることに賛成の方の挙手をお願いいたしま 

  す。 

   （全員挙手） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

  ありがとうございました。 

  全員賛成により，議案第６号は原案のとおり決定いたしました。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

  続きまして，議案第７号「農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利 

 用集積計画の決定について（利用権設定）」を議題といたします。 

   事務局の説明をお願いします。 

 

 １．事務局（石神事務局長補佐） 

   それではご説明いたします。 

   議案第７号「農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の 

  決定について（利用権設定）」を総括表によりご説明いたします。 

   ２２ページをご覧ください。 

   まず，新規案件としまして，田が３４筆７９，９６０㎡，畑が３３筆で， 

  ２９，３３８．８７㎡，合計６７筆で，１０９，２９８．８７㎡です。貸し手が１６ 

  人，借り手が１３人となっております。 

   続いて，更新案件といたしまして，田が２３筆５０，９４７㎡，畑が８筆で， 

  １０，９５４㎡，合計３１筆で６１，９０１㎡です。貸し手が７人，借り手が６人 

  となります。総計では，田が５７筆１３０，９０７㎡，畑が４１筆で， 

  ４０，２９２．８７㎡，合計９８筆で１７１，１９９．８７㎡です。貸し手が２３人 

  で，借り手が１９人となります。 

   詳細につきましては，２３ページから２７ページとなります。 

   以上です。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   説明が終わりましたので，これより一括して審議いたします。 

   議案第７号について，ご質問，ご意見のある方は挙手をお願いします。 
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   （挙手なし） 

  

 １．議 長（齊藤会長） 

   質問がないようですので採決いたします。 

   議案第７号について，賛成の方の挙手をお願いします。 

   （全員挙手） 

  

 １．議 長（齊藤会長） 

   全員賛成により，議案第７号は原案のとおり決定いたしました。資料の（案）を削 

  除願います。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   続いて，議案第８号「農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集 

  積計画の決定について（中間管理事業）」を議題といたします。 

   事務局の説明をお願いします。 

 

 １．事務局（石神事務局長補佐） 

   それではご説明いたします。２８ページをご覧ください。 

   議案第８号「農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の 

  決定について（中間管理事業）」を総括表によりご説明いたします。 

   新規案件のみとなります。田が１７筆で，４３，２０３㎡，畑が８筆で， 

  ４，５９０㎡，合計２５筆で，４７，７９３㎡となります。貸手が６人，借手が１団 

  体となります。 

   詳細につきましては，２９，３０ページをご参照ください。 

   以上です。 

  

 １．議 長（齊藤会長） 

   説明が終わりましたので，これより審議いたします。 

   議案第８号について，ご質問，ご意見のある方の挙手を求めます。 

   （挙手なし） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   質問がないようですので採決いたします。 

   議案第８号について，賛成の方の挙手を求めます。 
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   （全員挙手） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   全員賛成により，議案第８号は原案のとおり決定いたしました。資料の(案)を削除 

  願います。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   続いて，議案第９号「農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定 

  による農用地利用配分計画（案）の意見聴取について」を議題といたします。 

   事務局の説明を求めます。 

 

 １．事務局（石神事務局長補佐） 

   それではご説明いたします。３１ページをご覧ください。 

   議案第９号「農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定による農 

  用地利用配分計画（案）の意見聴取について」を総括表によりご説明いたします。 

   新規案件として，田が１７筆で，４３，２０３㎡，畑が８筆，４，５９０㎡，合計 

  ２５筆で，４７，７９３㎡となります。地権者が６人，配分を受ける方が２人となり 

  ます。更新案件はありません。 

   期間は，平成３０年４月１日からとなっております。こちらについては，市から意 

見を求められているものです。 

   詳細につきましては，３２，３３ページをご参照ください。 

     

 １．議 長（齊藤会長） 

   それでは，審議いたします。 

   議案第９号について，ご質問，ご意見のある方の挙手を求めます。 

   （挙手なし） 

  

 １．議 長（齊藤会長） 

   質問がないようですので採決いたします。 

   議案第９号について，原案のとおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

   （全員挙手） 

  

 １．議 長（齊藤会長） 

   全員賛成により，議案第９号は原案のとおり承認することに決定いたしました。 
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   審議事項は以上です。これより報告事項となります。 

   事務局の説明をお願いします。 

 

 １．事務局（古谷事務局長） 

   はい。報告事項 ①「農地法第１８条第６項の規定による合意解約通知書について」 

  を報告いたします。議案書は３４ページになります。 

   今回の合意解約は１４件です。 

   解約の理由ですが，１４件中１０件につきましては，耕作者変更のための解約にな 

  ります。２件は，これまで耕作者していた方が高齢となったための解約で，今後は農 

  地所有者自身が耕作することになります。３６ページの受付番号１３番，１４番は同 

  一の土地です。これまで県農林振興公社を通して貸していたものを，農地売買のため 

  に解約するものです。 

   続きまして議案書３７ページをお開きください。 

   報告事項②「制限除外の農地の移動届について」を報告いたします。 

   受付番号１番，中原地区の登記現況ともに畑。面積は６７１㎡のうち１６７㎡です。 

   現在，こちらの農地に隣接する土地で市発注の学校給食センターの建設が進められ 

  ております。今後の外構工事に支障をきたすことから現場事務所を移設するための届 

  出となっております。 

   報告事項は，以上です。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   ありがとうございました。 

   以上で本日予定しました議案は，すべて終了しました。 

   これで，２月定例総会を閉会いたします。 

 


